
 

 

各省庁からの回答の見方 

1 .  初 め に 「 資 料 １ 」 を ご 覧 い た だ き 、 ご 自 身 の 「 提 案 事 項 名 （ タ イ

ト ル ）」 の 「 制 度 の 所 管 官 庁 」 を ご 確 認 く だ さ い 。  

 

2 .  次 に 「 資 料 ２ 」 の 中 で 「 制 度 の 所 管 官 庁 」 に 該 当 す る 省 庁 の ペ ー

ジ を ご 覧 く だ さ い 。 提 案 事 項 に 対 す る 回 答 が 記 さ れ て お り ま す 。  

 

3 .  「 資 料 １ 」 中 の 「 措 置 の 分 類 」、「 措 置 の 内 容 」 欄 の 記 号 が 示 す 内

容 は 、 以 下 の と お り で す 。  

な お 、 い ず れ も 各 省 庁 か ら の 回 答 を そ の ま ま 掲 載 し て お り ま す 。  

ア ） 措 置 の 分 類  

分類 内容 

ａ：対応 
●提案内容について、対応を図ることとしており、遅くとも平成 24年度中に実施する

ものであって、対応策が明確であるもの 

ｂ：検討 

●提案内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、 

  ・対応策が不明確であるもの 

  ・実施時期が不明確、若しくは平成 25年度以降のもの 

●現在検討は行っていないものの、 

・今後検討を予定されているもの 

・今後検討に値すると考えるもの 

ｃ：対応不可 ●提案内容について、対応が不可能であるもの 

ｄ：現行制度下で対

応可能 
●提案内容について、現行の事業・規制等により対応可能であるもの 

ｅ：事実誤認 ●提案内容について、事業・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの 

f：その他 ●上記 a～eには分類できないもの 



 

 

イ ） 措 置 の 内 容  

分類 内容 

I 法律上の手当て又は予算要求を必要とするもの 

II 政令上の手当てを必要とするもの 

III 省令・告示上の手当てを必要とするもの 

IV 訓令又は通達の手当てを必要とするもの 

V 運用で対応可能であり、法令・通達等による手当てが不要であるもの 

  

以  上  


